
 

 

 

令和８年度 船橋市 

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 

 

申請のてびき 

 

申 請 期 間 
令和８年５月１日（金）～ 令和９年２月２６日（金） 

なお、予算額に達した日または超えた日をもって期限を待たずに申請受付を終了いたします。 

・ 申請前に市ホームページにて予算残額等を必ず確認してください。 

また、令和９年２月２６日（金）または予算額に達した日もしくは超えた日の翌日以降の申請

受付は行いません。 

 
・ このてびき及び交付要綱をよく読んだうえで、申請書類の準備を行ってください。 

申請時に不備がある場合は、書類の受理ができません。スムーズに補助金が交付できるよう、 

ご理解とご協力をお願いします。 

 

・ 太陽光発電システムの申請では、設置したモジュールの枚数を写真で確認します。 

枚数全てが確認できない場合は、申請を受付できません。 

撮り忘れが多く発生しておりますので、工事の際に必ずモジュールの撮影をしていただきます 

ようお願いいたします。 

また、設備の銘板等の写真についても、設置前に撮影しておくようお願いします。 

 

・ 当補助金は、「設備の設置後」に申請を受け付けておりますが、設置前から申請書類の 

準備を行い、設置後速やかに申請するようお願いします。 

 

 

 

 

 

船橋市 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室 
【窓口：船橋市役所本庁舎４階】 

 



1 

目  次 

 

 １ 補助対象の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～９ 
 

⑴ 補助対象設備と補助額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

⑵ 共通の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～3 

⑶ 補助対象外の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～4 

⑷ 設備ごとの要件   

 太陽光発電システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 家 庭 用 燃 料 電 池 システム（ エネファーム） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

 定置用リチウムイオン蓄電システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

 電 気 自 動 車 、プラグインハイブリッド自 動 車  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 V2H 充放電設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

 集合住宅用充電設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8～9 

⑸ 補助対象となる経費の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

 

 ２ 申請手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～３８  
 

⑴ 申請受付 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10 

⑵ 申請手続きの代行 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11 

⑶ 注意事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11 

⑷ 申請書類について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11 

⑸ 申請書類一覧（記入例等） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12～38 

 

 ３ 審査 及び 交付決定通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９  

 

 ４ Q&A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０～４２  

 

 ５ 補助制度の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３  

 

 

 

 

 

 



2 

 １ 補助対象の要件 

 

 

 

 補助対象設備 補助額※１ 

① 太陽光発電システム(10 キロワット未満のみ) 
1 キロワット当たり 1.5 万円 

(上限 6 万円) 

② 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 10 万円 

③ 定置用リチウムイオン蓄電システム  7 万円 

④ 
電気自動車、プラグインハ

イブリッド自動車 

太陽光発電システム、V2H 充放電設備が 

併設 
15 万円 

太陽光発電システムが併設 10 万円 

⑤ 
V2H 

(一般住宅用充放電設備） 

太陽光発電システム、電気自動車・プラグイン

ハイブリッド自動車が併設 

設備購入費用の 1/10 

(上限 25 万円) 

⑥ 集合住宅用充電設備 

住民のみ利用可能 

（クリーンエネルギー自動車の普及促進に向け

た充電・充てんインフラ等導入促進補助金を

併用する場合） 

クリーンエネルギー自動車の普

及促進に向けた充電・充てんイ

ンフラ等導入促進補助金の補

助金額の 1/3※２ 

住民のみ利用可能 

（クリーンエネルギー自動車の普及促進に向け

た充電・充てんインフラ等導入促進補助金を

併用しない場合） 

クリーンエネルギー自動車の普

及促進に向けた充電・充てんイ

ンフラ等導入促進補助金の補

助金額を基準として 1/3※２ 

住民以外も利用可能 

（クリーンエネルギー自動車の普及促進に向け

た充電・充てんインフラ等導入促進補助金を

併用する場合） 

クリーンエネルギー自動車の普

及促進に向けた充電・充てんイ

ンフラ等導入促進補助金の補

助金額の２/3※２ 

※１：申請者の補助対象経費の負担額（他の補助金も受けている場合は、負担額から他の補助金額

を差し引いた額）が上限額未満の場合、負担額（1,000 円未満切捨て）を補助金額の上限とします。 

※２：上限 50 万円×設置する充電設備の基数（複数口の充電設備にあってはその口数） 

 

 

  

１．設備の要件 

補助対象となる設備は下記要件をすべて満たしている必要があります。 

・ 未使用品であること（中古品は対象外） 

２．補助対象者の要件 

補助対象となる方は下記要件をすべて満たしている必要があります。 

⑴ 補助対象設備と補助額 
 

⑵ 共通の要件 
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・ 船橋市に納付すべき税を滞納していない方 

・ 申請者自らが購入し、所有していること 

(所有権留保付きローン（残価設定型の契約を含む。）で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社

等及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。) 

・ 補助対象設備の設置期間について 

① 新築（注文）・既築住宅へ設置の場合 

設置工事開始日が令和８年４月１日以降かつ申請日までに設置が完了していること。 

② 補助対象設備が設置された住宅（建売住宅）を購入した場合 

令和８年４月１日以降かつ申請日までに住宅の引き渡しが完了していること。 

（対象設備の設置及び住宅の建築工事期間は問いません） 

・ 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者は連名で申請をすること。また、リース

事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとす

る。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすこと 

 ① リース期間が交付要綱第９条第１項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 

 ② ①を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 

・ 交付要綱第１１条に基づく「事業効果等に関する資料」の提供（意識調査や発電量、売電量、買電量、

ガス使用量の報告等）及び現地確認（設備や書類等）にご協力いただける方 

・ 申請期間内に申請書類一式を船橋市に受理された方 

（予算額を超えた日に申請書類一式が揃った方は抽選で交付対象者を決定します） 

申請期間 

令和８年５月１日（金）～ 令和９年２月２６日（金） 

なお、予算額に達した日または超えた日をもって期限を待たずに申請受付を終了いたします。 
 

 

 

 下記のいずれかに該当している場合は、補助対象外となります。 

 ただし、「家庭用燃料電池システム（エネファーム）」及び「定置用リチウムイオン蓄電システム」については、

設備の交換又は増設する場合、過去に下記の補助を受けていても、市へ補助申請した日から起算して６年

（設備の財産処分制限期間）が経過していれば補助対象となります。 

・ 過去に、船橋市より同種設備の補助金交付を受けた方またはその同一世帯の方 

太陽光発電システム 

○船橋市住宅用太陽光発電システム設置促進事業補助金（平成 21～25 年度） 

○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金（平成 26 年度～令和 4 年度） 

○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（令和 5 年度～） 

家庭用燃料電池システム（エネファーム） 

○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金（平成 26 年度～令和 4 年度）  

 ○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（令和 5 年度～） 

定置用リチウムイオン蓄電システム 

○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金（平成 26 年度～令和４年度）  

○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（令和 5 年度～） 

  

⑶ 補助対象外の方 
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V2H 充放電設備 

○船橋市住宅用省エネルギー設備設置促進事業補助金（平成 25 年度） 

○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金 

（平成 26 年度～平成 28 年度） 

 ○船橋市電気自動車等導入費補助金（令和 4 年度） 

 ○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（令和 5 年度～） 

・ 過去に、船橋市より同種設備の補助金交付を受けた方 

電気自動車 

 ○船橋市電気自動車等導入費補助金（令和 4 年度） 

 ○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（令和 5 年度～） 

プラグインハイブリッド自動車 

 ○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（令和 5 年度～） 

・ 過去に、船橋市より同一の工事において同種設備の補助金交付を受けた方 

集合住宅用充電設備 

○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（令和 5 年度～） 

 

※ 過去に補助金の交付を受けているかの確認については、申請者本人から問い合わせがあり、本人確認ができた場

合のみお答えいたします。（代行業者の方からの問い合わせにはお答えいたしません） 

 

・ 設備の設置に係る経費を負担していない方（リース契約を除く） 

・ 設備の所有名義が申請者本人ではない方（リース契約を除く） 

・ 船橋市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員等 
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太陽光発電システムの要件 

1．設備の要件 

補助対象となる設備は下記要件をすべて満たしている必要があります。 

・ 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するもの 

・ 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うもの 

・ 太陽電池モジュールが次のいずれかの規格等に適合しているもの 

① 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの 

② 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの 

③ 一般社団法人太陽光発電協会 JPEA 代行申請センターに設備認定に係る型式登録がされているもの 

・ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか小さい

方（複数のパワーコンディショナを設置する場合は、系列ごとに当該値を合計した数値）が１０キロワット未満の

もの 

・ 県が実施する太陽光発電等の共同購入支援事業により購入したものでないこと。また、県の他の事業等で同種

設備の補助を受けていないこと 

・ 発電する電力の権利の一部または全部を他者に譲渡しないこと。ただし、電力受給契約を締結した電気事業者

が余剰電力を買い取る場合は除く 

2．設備を導入する住宅の要件 

設備を導入する住宅は下記の要件を満たしている必要があります。 

・ 設置が必須な設備について 

要件を満たす HEMS（エネルギー管理システム）または定置用リチウムイオン蓄電システムを 

申請日までに当該住宅に設置していること 

[HEMS の要件（①～③の機能をすべて有しているもの）] 

① 住宅全体の電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」ができるもの 

② 機器の電力使用量などを調整する制御機能を有しているもの 

③ 機器の制御に係る装置（コントローラ等）が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの 

定める「ECHONET Lite」規格の認証を取得しているもの 

[定置用リチウムイオン蓄電システムの要件] 

国が令和６年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、 

一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの 

・ 下記のいずれかに該当すること 

① 申請者自らが所有し居住する市内に所在する住宅。 

② 第三者（リース業者含む）が所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅。 

3．補助対象者の要件 

補助対象者は下記要件をすべて満たしている必要があります。 

・ 個人においては申請日までに補助対象設備を設置した住宅に居住し、住民登録が完了している方 

・ 補助対象設備が設置された住宅の所有者が申請者でないまたは他に所有者がいる場合は、 

申請者以外の所有者全員から設備の設置に係る同意が取れている方 

・ 市内の住宅（店舗併用含む）に補助対象設備を設置した、または補助対象設備が設置された市内の住宅を

購入した方 

・ 電気事業者と FIT 制度を利用して電力受給契約（特定契約）を締結している、またはする方（締結しない場

合は補助対象外となります） 

 

 

⑷ 設備ごとの要件 
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家庭用燃料電池システム（エネファーム）の要件 

1．設備の要件 

・ 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの 

・ 停電時自立運転機能を有するもの 

2．設備を導入する住宅の要件 

設備を導入する住宅は下記の要件のいずれかに該当している必要があります。 

① 申請者自らが所有し居住する市内に所在する住宅。 

② 第三者（リース業者含む）が所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅。 

3．補助対象者の要件 

補助対象者は下記要件をすべて満たしている必要があります。 

・ 個人においては申請日までに補助対象設備を設置した住宅に居住し、住民登録が完了している方 

・ 補助対象設備が設置された住宅の所有者が申請者でないまたは他に所有者がいる場合は、申請者以外の所

有者全員から設備の設置に係る同意が取れている方 

・ 市内の住宅（店舗併用含む）に補助対象設備を設置した、または補助対象設備が設置された市内の住宅を

購入した方 

 

定置用リチウムイオン蓄電システムの要件 

1．設備の要件 

・ 国が令和６年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ

により登録されているもの 

・ 県が実施する太陽光発電等の共同購入支援事業により購入したものでないこと 

・ 県の他の事業等で同種設備の補助を受けていないこと 

2．設備を導入する住宅の要件 

設備を導入する住宅は下記の要件を満たしている必要があります。 

・ 設置が必須な設備について 

・ 住宅用太陽光発電システムを申請日までに当該住宅に設置していること 

・ 下記のいずれかに該当すること 

①申請者自らが所有し居住する市内に所在する住宅 

②第三者（リース業者含む）が所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅 

3．補助対象者の要件 

補助対象者は下記要件をすべて満たしている必要があります。 

・ 個人においては申請日までに補助対象設備を設置した住宅に居住し、住民登録が完了している方 

・ 補助対象設備が設置された住宅の所有者が申請者でないまたは他に所有者がいる場合は、申請者以外の所

有者全員から設備の設置に係る同意が取れている方 

・ 市内の住宅（店舗併用含む）に補助対象設備を設置した、または補助対象設備が設置された市内の住宅を

購入した方 
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電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の要件 

1．設備の要件 

補助対象となる設備は下記要件をすべて満たしている必要があります。 

⑴ 電気自動車 

電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車検査証（用途が「乗用」、自家

用・事業用の別が「自家用」と記載）の交付を受けた自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が

「電気」と記載されている四輪のもの 

①申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの（中古の輸入車の初度登録車を

除く。）であること。 

②自動車検査証の使用の本拠の位置が、船橋市内の住所であること。 

③自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付（令和８年４月 

１日以降）であること。 

④国が令和６年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補

助対象とされている電気自動車であること。 

⑵ プラグインハイブリッド自動車 

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動

車検査証（用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載）に当該自動車の燃料の種類が「ガソリ

ン・電気」又は「軽油・電気」と記載されている四輪のもの 

①申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの（中古の輸入車の初度登録車を

除く。）であること。 

② 自動車検査証の使用の本拠の位置が、船橋市内の住所であること。 

③ 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付（令和８年４ 

月１日以降）であること。 

④ 国が令和６年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターによ      

り補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 

2．設備を導入する住宅の要件 

設備を導入する住宅は下記の要件を満たしている必要があります。 
⑴ 設置が必須な設備について 

住宅用太陽光発電システムを申請日までに当該住宅に設置していること 

（住宅用太陽光発電システムで発電した電気を電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車に充電できること） 

⑵ V2H 充放電設備を併設する場合の補助を受ける場合 

V2H 充放電設備を申請日までに当該住宅に設置していること 

3．補助対象者の要件 

・ 個人においては申請日までに補助対象設備を設置した住宅に居住し、住民登録が完了している方 

・ 市内の住宅（店舗併用含む）に補助対象設備を導入した方 
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V2H 充放電設備の要件 

1．設備の要件 

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和６年度以降に

実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 

2．設備を導入する住宅の要件 

設備を導入する住宅は下記の要件を満たしている必要があります。 

・ 設置が必須な設備について 

住宅用太陽光発電システム及び電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を申請日までに当該住宅に導入している

こと 

・ 下記のいずれかに該当すること 

① 申請者自らが所有し居住する市内に所在する住宅。 

② 第三者が所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅。 

3．補助対象者の要件 

・ 個人においては申請日までに補助対象設備を設置した住宅に居住し、住民登録が完了している方 

・ 補助対象設備が設置された住宅の所有者が申請者でないまたは他に所有者がいる場合は、申請者以外の所有者

全員から設備の設置に係る同意が取れている方 

・ 市内の住宅（店舗併用含む）に補助対象設備を設置した、または補助対象設備が設置された市内の住宅を購入

した方 

 

集合住宅用充電設備の要件 

1．設備の要件 

集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する以下の設備のうち、国が令和６年度以降に実施する

補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 

⑴ 急速充電設備：電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を

制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が１０ｋＷ以上のもので、充電コネクター、ケ

ーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 

⑵ 普通充電設備：漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が１０ｋＷ未満の

もので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 

⑶ 蓄電池付急速充電設備：主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が

５０ｋＷ以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたもの

をいう。 

⑷ 充電用コンセント：電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する２００Ｖ対応の電気自動車等専用のプラグ

の差込口をいう。 

⑸ 充電用コンセントスタンド：⑷を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。 

2．設備を導入する住宅の要件 

設備を導入する住宅は下記の要件を満たしている必要があります。 

・既存の共同住宅又は長屋（以下「マンション等」という。）であり、設備はマンション等に属する駐車場（平置き、立体

自走、機械式等）における充電設備として居住者が利用できるものであること。 

・住民以外も充電設備を利用可能な場合の補助を受けようとするときは、申請日までにマンション等の敷地の外か

ら、住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板が確認できること。 
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3．補助対象者の要件 

設備を設置するマンション等のマンション管理組合又は所有者であること。また、集合住宅用充電設備の設置にあたって

は、国が実施する集合住宅用充電設備にかかる補助金の交付決定通知を受けていること（住民のみ充電設備を利用

可能とする場合は、この限りではない）。 

 

 

 

補 助 対 象 設 備 の 設 置 に 係 る 経 費 は 下 記 の と お り で す 。 以 下 の 表 に 記 載 の な い 経 費 は 補 助 対 象 外 経 費 と な り ま す 。 

⑴ 太陽光発電システム 

機器費 ・太陽電池モジュール 

付属機器費 

・架台 

・パワーコンディショナ（インバータ、保護装置） 

・その他付属機器※（計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等） 

設置工事費 
・据付 

・配線工事等 

⑵ 家庭用燃料電池システム（エネファーム） 

機器費 ・設備本体（燃料電池ユニット、貯湯ユニット等） 

付属機器費 ・付属品（給湯器、リモコン等） 

設置工事費 

・据付 

・配線 

・配管工事等 

⑶ 定置用リチウムイオン蓄電システム 

機器費 ・設備本体（蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等） 

付属機器費 
・計測・表示装置 

・キュービクル等 

設置工事費 
・据付 

・配線工事等 

⑷ 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 

機器費 ・設備本体（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車） 

⑸ V2H 充放電設備 

機器費 ・設備本体（V2H 充放電設備） 

⑹ 集合住宅用充電設備 

機器費 ・設備本体（急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備） 

付属機器費 ・付属品（充電用コンセント及び充電用コンセントスタンド本体） 

 

【主な補助対象外経費】 

・ HEMS の本体代及び設置費用 

・ 印紙代 

・ 長期保証費等の事務諸経費 

・ 消費税及び地方消費税 

・ V2H 充放電設備の設置工事にかかる費用 

・ 集合住宅用充電設備の設置工事にかかる費用 

 

⑸ 補助対象となる経費の範囲 
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 ２ 申請手続き 

 

 

 

【受付期間】 

 申請期間 令和８年５月１日（金）～ 令和９年２月２６日（金） 

なお、予算額に達した日または超えた日をもって期限を待たずに申請受付を終了いたします。 

 

・ 申請は補助対象設備の設置後に、申請書類一式が揃い次第行ってください。 

・ 受付は先着順です（予算額を超えた日に申請された方（書類を全て提出された方）は抽選で交

付対象者を決定します）。 

また、申請書類が一式揃った方から受付となります。（不足書類があった場合には、申請日と受付

日が異なることがあります） 

 

【申請方法】次の①か②のいずれかで申請してください。 

・ メールでの申請は受け付けておりません。 

 

①郵送（〒２７３－８５０１（住所不要） 船橋市環境政策課ゼロカーボンシティ推進室あて） 

・ 郵送記録が残る形式（書留等）かつ差出人がわかるように送付してください。 

・ 到着確認へのお問い合わせには対応いたしません。 

・ 郵送による事故等について、市では一切の責任を負いません。 

・ 郵送は１部で構いませんが、控えを必ず保管してください（内容の確認を行うことがあります）。 

・ 開庁時間外（開庁日の午後５時以降や閉庁日等）に市役所に届いた申請書類は翌開庁日の

取扱いとなります。 

・ 申請受付終了日の午後５時までに市役所に到着した分まで受付を行います。 

（申請期限直前や予算残額が少なくなってきたときは、窓口に持参してください） 

提出された書類の内容に関する個別の案件についてのお問い合わせには一切回答いたしません。

不足等があった場合のみ市から連絡を行います。 

 

②船橋市役所本庁舎４階 環境政策課窓口に持参 

・ 受付時間は、開庁日の午前９時００分 ～ 午後５時００分です。 

（土日祝及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は閉庁日です） 

・ 持参する場合は、原本とは別に書類の控えを保管してください（内容の確認を行うことがあります） 

・ 船橋市環境政策課窓口以外での受付は行っておりません。 

・ 受付窓口は、変更になる場合があります。その際は、市ホームページでお知らせします。 

・ 同日中であれば受付順に差はつきませんので受付時間内にお越しくださいますようご協力ください。  

 

 

 

 

 

⑴ 申請受付 
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・ 申請手続き等を他者（設備の契約業者等）に依頼することは可能です。 

・ 他者に依頼する場合においても、申請書類の内容や申請期限等を把握するようお願いします。 

当事業は、予算の範囲内で行っており、予算額に達した日または超えた日をもって申請受付を終

了します。 

・ 申請を代行している場合、市からの連絡は原則代行業者に行います。 

なお、申請者本人に関することは申請者に連絡します。 

・ 申請手続き等を他者に依頼したことによる事故等については、市は一切の責任を負いません。 

 

 

・ 補助制度への理解にご協力ください。 

・ 申請書類はよく確認したうえでご提出ください。不足書類があった場合には補助金は交付できません。 

・ 審査の中で、現地調査を行う場合があります。また、申請情報の確認を販売業者や電気事業者

に行う場合があります。 

・ 補助金交付後に要件を満たしていないことが発覚した場合には、返還（交付要綱第 10 条関

係）を求める場合があります。 

・ 他の団体の補助金を受ける場合に併用が可能か必ずご確認ください。 

・ 申請（交付要綱第 7 条関係他）や報告（交付要綱第１1 条関係）に係る手数料及び送

料などは市では一切負担いたしません。 

 

 

・ 申請書類は２部ご準備ください。 

（１部は提出用、もう１部は申請者の控え（白黒コピー可）） 

・ 市が様式等を指定している書類は記入例を必ず確認し作成してください。 

・ 申請前に、必ずチェックシートを使って申請書類を確認し、順番に並べてください。 

・ 受付日は、申請書類が一式揃った日となります（不足書類があった場合には、持参日（書類

到着日）と申請日が異なることがあります）。 

・ 予算額に達した日または超えた日、令和９年２月２６日（金）のいずれか早い日までに必要な

書類が揃わない場合は、補助金を交付することができません（抽選の対象者にもなりません）。 

・ 申請書類は令和８年度用をご使用ください。前年度までの様式は使用できません。 

・ フリクションペンや鉛筆等の、筆跡を消すことが出来る筆記具は使用しないでください。 

 

 

 

  

⑵ 申請手続きの代行 

⑶ 注意事項 

⑷ 申請書類について 
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申請する設備によって、提出する書類が異なります。提出漏れがないようにご注意ください。 

各書類の記載すべき詳細事項や記入例は、次ページ以降をご覧ください。 

 

 

○：必ず必要な書類 △：場合によって必要な書類 ×：不要な書類  

申請書類一覧 

記入例 
・ 

注意 
事項等 

太陽光 
エネ 

ファーム 

蓄電 

システム 

電気自動

車・プラグイ

ンハイブリッ

ド自動車 

V2H 充放

電設備 

集合住宅用

充電設備 

( 1 ) 申請書（第１号様式）  P.14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(2) 市税納付確認書 
P.15

～16 
○ ○ ○ ○ ○ ◯ 

(3) 住民票（世帯全員分・複写可） 

P.17 

○ ○ ○ ○ ○ × 

(4) 
承諾書（住宅の所有者が申請者のみの

場合は不要） 
△ △ △ × △ × 

(5) 事業内容報告書（第２号様式）  
P.18

～21 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(6) 
工事請負契約書または売買契約書

の写し 
P.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(7) 
補助対象設備の設置費の支払いを

証する書類  

P.22

～23 
△ △ △ △ △ △ 

(8) 
貸与料金の算定根拠明細書 

（第３号様式） 
P.24 △ △ △ △ △ △ 

(9) 
補助対象設備が年度内工事であること

が確認できる書類 
P.25 △ △ △ × △ ◯ 

(10) 
補助対象設備の設置に係る経費の 

内訳が記載された書類 

P.26

～27 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

( 11 ) 
未使用品であることが確認できる 

書類 
P.28 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(12) 
形状、規格等の仕様が確認できる書

類 
○ ○ ○ × ○ ○ 

(13) 
太陽光発電システムが設置されている 

ことを証する書類 
P.29 × × ○ ○ ○ × 

(14) 
HEMS または蓄電システムが設置されて

いることが確認できる写真 

P.29

～30 
○ × × × × × 

(15) 
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

が導入されていることを証する書類 
P.30 

× × × × ○ × 

(16) 
充電設備（V2H を含む）が設置されて

いることを証する書類 
× × × ○ × × 

⑸ 申請書類一覧 
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申請書類一覧 

記入例 
・ 

注意 
事項等 

太陽光 
エネ 

ファーム 

蓄電 

システム 

電気自動

車・プラグイ

ンハイブリッ

ド自動車 

V2H 充放

電設備 

集合住宅用

充電設備 

(17) 

クリーンエネルギー自動車の普及促進に

向けた充電・充てんインフラ等導入促進

補助金を受けたことを確認できる書類 P.31 

× × × × × △ 

(18) マンション等であることを証する書類 × × × × × ○ 

(19) 設備の設置位置が確認できる図面 P.32 ○ ○ ○ × ○ ○ 

(20) 
設備の設置状況を示す写真 

（住宅全体含む） 

P.32

～37 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(21) 登記事項証明書の写し P.37 △ △ △ △ △ ○ 

(22) 
設置費等に国その他団体からの補助金を受

けていることがわかるもの P.38 

△ △ △ △ △ △ 

(23) チェックシート ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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⑴ 申請書 

（第 1 号様式） 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充

電設備 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

【書類作成時の注意事項】 

・ フリクションペンや鉛筆等の、筆跡を消すことが出来る筆記具は使用しないでください。 

・ 申請者氏名は住民票と同様の記載としてください（漢字の旧字体や異字体等を含む）。 

・ 住所は、設備を設置した住所（＝住民票に記載の住所）を記入してください。 

・ 記入を誤った場合は必ず申請者印で訂正をしてください。 

なお、申請金額、申請合計金額及び口座情報の訂正はできません。金額や口座情報の記入を誤った

場合は、必ず再度作成してください。 

・ 口座情報について、金融機関名や支店名の記入間違いが多く発生しています。 

必ず通帳に記載のある正式名称をご記入ください。（例）みづほ銀行× ／ みずほ銀行◯ 

・ 同意欄にチェックがない場合は、書類の受理が出来ません。 

 

 

 

  

記入例 

↓事業内容報告書で 

算出した kW 数 

P.2 を参考にそれぞれの設備の申請額を記入 

※1000 円未満は切り捨て 

(補助対象経費等を記入する欄ではありません) 

上記の合計を記入→ 

住民票と一致↑ 

←カタカナで記入 

申請者の口座を記入してください。 

（申請者のみ有効） 

※リース契約の場合はリース業者の口

座を記入してください 

※金融機関名・支店名は通帳に記載

の正式名称でご記入ください。 

↓申請者印 

リース契約の場合

はリース業者印 

↓ 

↓提出する日を記入してください。 
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例 

※リース契約の場合は、申請者・リース事業者それぞれの市税納付確認書が必要です。 

環境政策課職員による市税納付状況の確認に同意する場合 

【提出書類】下記の２つの書類、全てを提出してください。 

①市税納付確認書（市の様式） 

②申請者本人の本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカードなど） 

※代理人を定める場合は、代理人のものでも可 

※住所・氏名・生年月日の記載内容を本人確認書類と照らし合わせて確認いたします。直近で住所異動を 

された方は最新の住所になっているか等ご確認ください。 

 

【書類作成時の注意事項】 

①市税納付確認書について 

・市の様式を使用してください。（様式は市ホームページに掲載しています） 

・フリクションペンや鉛筆等の、筆跡を消すことが出来る筆記具は使用しないでください。 

・環境政策課職員による市税納付状況の確認に同意する場合は、市税納付確認同意記入欄の「同意

します」にチェックしてください。 

・申請者欄は、申請者本人が自筆で記入してください。 

※記名の場合、⑴申請書で押した申請者印と同じ印鑑を氏名の横に押印してください。 

※申請者が法人の場合（リース契約等）は、自筆に関わらず、法人の代表者印（実印）の押印が 

必要です。 

・委任欄について、 

代理人を定める場合は、申請者本人が必ず自筆で記入してください。（記名は不可） 

なお、代理人の住所は会社の住所ではなく、必ず代理人本人の住所を記入してください。 

 

②本人確認書類の写しについて 

 ・運転免許証の場合、裏面にも記載がある場合は裏面もコピーしてください。 

 ・マイナンバーカードの場合は、表面のみコピーしたものを提出してください。 

 ・法人の場合（リース契約等）は、代表者の本人確認書類の写しが必要です。 

 ・代理人を定めている場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。 

 

 

 

  

 

 

 

⑵ 市税納付確認書 

 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用 

充電設備 

○ ○ ○ ○ ○ ◯ 

運転免許証                          マイナンバーカード           

（裏面に記載がある場合は裏面も必要）                  （表面のみ） 
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環境政策課職員による市税納付状況の確認に同意しない場合 

別途、税務課での手続きが必要となります。 

税務課窓口にてお時間を要す場合がございますので、事前にゼロカーボンシティ推進室（Ｐ４2 の問い合わ

せ先）までご連絡ください。 

 

  

記入例 

↓提出する日を記入してください。 同意記入欄・申請者欄は 

必ず申請者本人が自筆で記入してください。 

・個人の場合で、自署するときは押印不要です。 

・申請者が法人である場合は、自署や記名に関

わらず法人の代表者印（実印）を押印してくだ

さい。 

↓ 

市記入欄 

代理人を定める場合、 

委任欄は必ず申請者本人が自筆で記入してください。（記名不可） 

なお、代理人の住所は会社ではなく、代理人本人の住所を記入して

ください。（本人確認書類で住所の確認を行うため） 
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【要件】 

・ 申請者を含む世帯全員分の氏名、住所（補助対象設備を設置した住所であること）及び発行年月

日（３か月以内に発行したもの※）が確認できるもの 

・ 個人番号（マイナンバー）の記載不要（ある場合は、消したうえで複写したもの） 

※ 令和８年４月２日に発行の場合 ⇒ 令和８年７月１日まで有効（７月２日以降不可） 

 

⑷ 承諾書 

（住宅の所有者が申請 

者のみの場合は不要） 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充

電設備 

△ △ △ × △ × 

申請する設備が設置されている住宅の所有者が別にいる場合、提出してください。 

【書類作成時の注意事項】 

・ 承諾者欄及び申請者欄は、それぞれの自筆としてください。 

 

 

  

⑶ 住民票の写し 

※世帯全員分のもの 

複写可 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充

電設備 

○ ○ ○ ○ ○ × 

記入例 

↑書類が完成した日を 

記入 

↑申請者を除く住宅を共同で所有しているすべての方が 

それぞれの自筆で記入してください。 

（設置する住宅に居住している方を明記する書類ではありません） 

申請者の自筆で 

記入してください。 
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⑸ 事業内容報告書 

（第２号様式） 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充

電設備 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請する設備欄及び代行業者の情報欄を記入してください。 

【書類作成時の注意事項】 

共
通 

・申請するすべての設備について記入してください。 

・Ｐ.9 の補助対象経費の範囲を参照し、補助対象経費（税抜）を記入してください。 

また、国からの補助を受けている場合は、補助対象経費（税抜）から国の補助額を引いてください。

なお、V2H については、本体代のみの補助額を引いてください。 

・１／４～４／４の４枚全てを提出してください。 

  

 

  

  

記入例 

蓄電システムも申請の場合、製造者名・型番は 

２／４ページにも記入してください。 

発電出力の合計値を記入してください。↘ ↙上限額 60,000 円 

パワーコンディショナが 2 台の場合は、 

系列ごとに分けて記入してください。↓ 

値引きされている場合は  → 

値引き後の額を記入ください。 

また、国からの補助を受けている場合

は、国の補助額を引いてください。 

実際の工事の着手日と  → 

完了日を記入してください。 

←県が実施する共同購入支援

事業により購入した場合もしくは

県の他の補助事業等で補助を

受ける場合は補助対象外です。 

また、特定契約を締結しない

（自家消費等）場合は、補助

対象外です。 

  2 にチェックの場合は承諾書を添付してください。 

← 同意がない場合は書類の受理ができません。 
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記入例 

１／４～４／４の４枚を 

全て提出してください。 

 

←県が実施する共同購入支援事業

により購入した場合もしくは県の他の

補助事業等で補助を受ける場合は

補助対象外です 

 

値引きされている場合は   

値引き後の額を記入ください。 

また、国からの補助を受けている場合

は、国の補助額を引いてください。 

 

実際の工事の着手

日と完了日を記入

してください。 

2 にチェックの場合は承諾書を添付して

ください。同意がない場合は書類の受

理ができません。 

↑ SII（一般社団法人環境共創イニシアチブ）で登録されている蓄電容量と 

メーカーが設定する蓄電容量の両方を記入してください。 
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１／４～４／４の４枚を 

全て提出してください。 

 

値引きされている場合は   

値引き後の額を記入ください。 

また、国からの補助を受けている場

合は、国の補助額を引いてください。 

 

←2 にチェックの場合は承諾書を添付してください。

同意がない場合は書類の受理ができません。 

記入例 

実際の工事の

着手日と完了

日を記入してく

ださい。 
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⑹ 工事請負契約書

または売買契約書の

写し 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

【要件】 

・ 契約者両者の印が確認できるもの 

（電子契約等で押印がない場合は、事前に環境政策課までご相談ください） 

※電子契約の場合は、電子契約である旨を空きスペースに記入し確認印を押してください。 

 

・ 契約書の契約内容に補助対象設備の明記があるもの（ない場合は、見積書等を添付すること） 

※売買契約の場合などで、見積書等が無い場合は、仕様書などでも可 

 

【注意事項】 

・ 変更契約が行われている場合は、変更契約書も併せて提出してください。 

・ 発注書等の場合は、請書と併せて提出してください。 

 

補助対象設備の導入をリースで行う場合 

・リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写しを提出してく 

ださい。 

・リースにより設備を導入する場合は、補助金額をリース料金から差し引いたリース料総額又はこれをリー

ス期間で除した月額リース料金が、リース契約書で確認できる必要があります。リース契約書からこれが

確認できない場合は、①もしくは②の対応をしてください。 

 ①補助金額をリース料金から差し引いてリース契約を再締結する。 

 ②補助金額確定後もしくは入金後に補助金額をリース料から減額し、月々のリース料へ反映すること 

を明記した覚書をリース事業者及びリース先で締結のうえ提出する。 

   ・リース期間が P.42 に示した、設備に応じた財産処分制限期間以上の契約となっていることが要件と

なります。ただし、財産処分制限期間未満の場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を

購入する契約となっていることが要件となります。契約書や見積書等にてその旨の記載を確認いたしま

す。 

    リース契約による設備の利用者が財産処分制限期間内に設備を手放した場合、財産処分制限期間

の満了日までの月数に相当する補助金額についての返還の手続きが必要となります。財産処分に係る

申請は連名で行う必要があり、補助金の返還者はリース業者となります。 

１／４～４／４の４枚を 

全て提出してください。 

 

記入例 
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⑺ 補助対象設備の

設置費の支払いを証

する書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充

電設備 

△ △ △ △ △ △ 

下記のいずれかの書類を提出してください（補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く）。 

 

 可能な書類 要件 または 注意事項 

① 領収書（証）の写し ・ 補助対象設備の支払いが確認できるもの 

・ 但し書きに補助対象設備の設置費が明記 

されているもの 

・ 申請者がフルネームで記載されているもの 

② 支払額証明書（市の様式）【P23 に記入例】 

※必ず原本を提出 

※クレジットやローン払いで領収書が発行できない場

合のみ（様式は市ホームページからダウンロードしてく

ださい） 

・ 契約書等でクレジットやローン払いであることが

確認できること 

・ 初回の支払いが開始していなくても、クレジット

やローン契約を締結したことが確認できれば差

し支えなし 

・ 原本を提出すること 

③ 全額支払いの手続きが完了していることが確認できる

契約書類 

※所有権留保付きローン（残価設定型の契約を含

む）の場合のみ 

・ 補助対象設備の支払いが確認できるもの 

・ 申請者がフルネームで記載されているもの 

・ 具体的な支払いスケジュールが明記されてい

るもの 

・ 契約期間満了までに補助対象事業に係る経

費の全額が支払われる契約になっていることが

確認できること 

④ リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確

認できる書類（領収書の写し等） 

※リース契約による設備導入の場合のみ 

・ 補助対象設備の支払いが確認できるもの 

・ 但し書きに補助対象設備の設置費が明記 

されているもの 

・ 申請者がフルネームで記載されているもの 
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記入例 支払いがクレジット・ローン払いの時のみ使用可能です。 

市ホームページよりダウンロードしてお使いください。 

 

↓書類を作成した日を記入 

申請者名を記入 
↑ 契約書等と 

同じ印を押印 

印 

該当の支払い方法を

選択 

申請者の住所を記入 
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⑻ 貸与料金の算定

根拠明細書 

（第３号様式） 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充

電設備 

△ △ △ △ △ △ 

リース契約による設備導入の場合、提出してください。 

リース事業者が、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること

を確認します。 

なお、契約金額に補助金相当分が還元されていない場合は、「⑹ 工事請負契約書または売買契約書の

写し」（P.21）の補助対象設備の導入をリースで行う場合にて案内している書類を提出してください。 

 

  

記入例 
リース契約による設備導入時のみ使用可能です。 

市ホームページよりダウンロードしてお使いください。 

 

↓ 契約書等と 

同じ印を押印 

印 

船
環
利 
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⑼ 補助対象設備が 

年度内工事であること 

が確認できる書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、

プラグインハ

イブリッド自

動車 

V2H 
集合住宅用充

電設備 

△ △ △ × △ ◯ 

下記のいずれかの書類を提出してください。 

なお、補助対象設備が設置された住宅を購入した場合は、Ｐ2１記載の売買契約書にて引き渡し日を確

認します。 

 可能な書類 要件 または 注意事項 

① 工事請負契約書の写し 

※注文書や発注書の場合は請書も併せて提出 

※変更契約が締結されている場合は、変更契約書

も併せて提出 

設置工事開始日が令和８年４月 1 日以降と

明記されているのもの（予定日は不可） 

または、契約日が令和８年４月１日以降のもの 

② 設置工事期間届出書（市の様式）【下記に記入例】 

※①の書類で要件が満たしていない場合（予定日

が記載されている等）に提出 

※必ず原本を提出 

※様式は市のホームページからダウンロードしてくださ

い 

・ 設置工事開始日が令和８年４月１日以降と

記入があるもの 

・ 事業者の社判入りのもの 

・ 原本を提出すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

↑ 契約書等と 

同じ印を押印 

記入例 

申請者名を記入 

書類を作成した日を記入→ 

申請者の住所を記入 

該当設備の 

設置工事の期間を記入 

該当する設備にチェック 
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⑽ 補助対象設備 

の設置に係る経 

費の内訳が記載 

された書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリッ

ド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

下記のいずれかの書類を提出してください。 

 可能な書類 要件 または 注意事項 

① 領収書（証）の写し ・ 内訳が記載されているもの（一式は不可） 

② 見積書の写し ・ 申請者名がフルネームで記載されているもの 

・ 内訳が記載されているもの（一式は不可） 

・ 補助対象の目印の記載（値引きがある場

合、各対象に按分したか記載） 

③ 経費内訳証明書（市の様式）【次ページに記入例】 

（様式は市ホームページからダウンロードしてください） 

※必ず原本を提出 

・ 事業内容報告書に記入されている経費と一

致していること 

・ 値引き後の経費であること 

・ 国の補助金を受けている場合は「国等の補

助金申請額（決定額）」欄に金額が記載

されているもの 

・ 原本を提出すること 

④ リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確

認できる書類及びリース契約書の写し 

※リース契約による設備導入の場合のみ 

・ 内訳が記載されているもの（一式は不可） 
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事業内容報告書の 

補助対象経費と一致 

記入例 

契約書や領収書等に経費の内訳が明記されて 

いない場合に、使用してください。 

市ホームページよりダウンロードしてお使いください。 

 

↓書類を作成した日を記入 

申請者名を記入 

↑ 契約書等と 

同じ印を押印 
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⑾ 未使用品である

ことが確認できる

書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

下記のいずれかの書類を提出してください。 

太陽光発電システムは、モジュールとパワーコンディショナの両方をいずれかで確認します。 

定置用リチウムイオン蓄電システムは、システムを構成するすべての設備をいずれかで確認します。 

 提出可能な書類 要件 または 注意事項 

① メーカーが発行する保証書の写し※ ・ 製造者名、型式、申請者名、設置住所、保証

開始日、販売店名が明記されているもの 

・ 氏名、住所の記載欄がない場合は、製造番号

が明記されているもの 

② メーカーが発行する出荷証明書 
（メーカーが発行する納品書でも可） 

・ 製造者名、型式、申請者名、設置住所、出荷

元、納品先、型番、製造番号、出荷日もしくは

納品日が明記されているもの（手書き不可） 

③ メーカーが発行する出荷検査成績書 ・ 検査日の記載があるもの（手書き不可） 

・ 他の申請書類と整合がとれるもの 

・ 型番、製造番号が明記されているもの 

④ 自動車検査証記録事項の写し 
（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車
の場合のみ） 

・ 登録年月日又は交付年月日が令和８年 4 月

1 日以降であり、初度登録年月と同年同月であ

ること 

※「メーカーが発行する保証書の写し」を提出される場合 

簡易保証書等で保証開始日が手書きの場合は、後日メーカー等が発行する長期保証書等を追加で

提出してもらう場合があります。その際は、市より連絡いたしますので、ご対応をお願いいたします。 

 

 

⑿ 形状、規格等の

仕様が確認できる

書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリッ

ド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ ○ ○ × ○ ○ 

太陽光発電システムの場合 

下記の内容が確認できるパンフレットやカタログ等を提出してください。 

・ 太陽電池モジュールの製造者名、型式及び最大出力値 

・ パワーコンディショナの製造者名、型式及び定格出力値 

定置用リチウムイオン蓄電システムの場合 

下記の内容が確認できるパンフレットやカタログ等を提出してください。 

・ パッケージ型番のシステム構成品（蓄電池、パワーコンディショナ、リモコンなど※）が確認できるもの 

（システム構成品のみが記載されている場合は、パッケージ型番との整合が取れないため不可） 

（例） パッケージ型番 構成品 型番 

 

FUNADEN001 

パワーコンディショナ FUNADEN－PKD 

 蓄電池 FUNADEN－TD 

 リモコン FUNADEN－RK 

・ システム構成品の製造者名、型式、蓄電容量が確認できるもの 

 

その他補助対象設備 

・ システム構成品の製造者名、型式等が確認できるもの 
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⒀ 太陽光発電システム

が設置されていることを

証する書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリッ

ド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

× × ○ ○ ○ × 

 下記該当する状況において、いずれかの書類を提出してください。 
 

太陽光発電システムが既設の場合 

・ 売電明細（売電額はゼロでも可）の写し（３か月以内に発行されたもの） 

※ ウェブ版の場合は明細画面の写真でも可。 

（申請者氏名・住所・直近売電月分の部分、発電設備（太陽光、W 発電等）の記載部分必須） 

・ 電力受給契約変更申込書（電力会社記入欄に記載のあるものに限る）の写し 

・ 太陽光発電設備を設置した住宅の全景と太陽光パネルが設置されていることが確認できる写真 

※３か月以内に撮影したもの 

 

太陽光発電システムが新設の場合 

・ 保証書（モジュールとパワーコンディショナの両方）の写し 

・ 「接続契約のご案内」の写し 

・ 特定契約締結に係る書類の写し 

・ 太陽光発電設備を設置した住宅の全景と太陽光パネルが設置されていることが確認できる写真 

※３か月以内に撮影したもの 

 

⒁ HEMS または蓄電

システムが設置されて

いることが確認できる

写真 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ × × × × × 

 構成するすべての機器の設置が確認できる写真及び型番（製造番号含む）が確認できる銘板の写真 

 ※撮影の注意事項は、Ｐ３２【共通要件】を参照 

 

HEMS の場合（機器の名称が販売メーカーにより異なるため、ご注意ください） 

機
器
の
設
置
が
確
認
で
き
る
写
真
（
例
） 

データ計測機器 

独立型（例） 分電盤一体型（例） 

  

データ集約機器 モニター 

 

 

分電盤 

データ計測機器 データ計測機器 

計測機器と一体型の

場合は、写真の添付

の必要はありません。 

クラウド機能の場

合、モニターの写真

は不要です。 
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銘
板
の
写
真
（
例
） 

銘板（すべての機器の銘板が必要です） 

 

 

 蓄電システムの場合 

  蓄電システム本体の写真については P.３６と同様の取扱となります。 

  なお、併せて申請する場合は、未使用品であることが確認できる書類も必要となります（P.２８）。 

 

 

⒂ 電気自動車・プラ

グインハイブリッド自

動車が導入されてい

ることを証する書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリッ

ド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

× × × × ○ × 

【提出書類】 

・ 自動車検査証記録事項の写し 

 

⒃ 充電設備

（V2H を含む）

が設置されている

ことを証する書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリッ

ド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

× × × ○ × × 

 下記、いずれかの書類を提出してください。 
 ※自宅に充電設備が設置されておらず、自宅以外で充電されている場合は、補助対象外となりますのでご
注意ください。 

 提出可能な書類 要件 または 注意事項 

① 充電設備の保証書の写し及び設置機器が確
認できる写真 

・ 製造者名、型式、申請者名、設置住所、保証開始

日、販売店名が明記されているもの 

・ 氏名、住所の記載欄がない場合は、製造番号が明

記されているもの 

・ 充電設備の全体が分かる写真 

② 充電設備の設置状況及び設置機器が確認で
きる写真 

・ 充電設備の設置が確認できる写真 

・ 充電設備の全体が分かる写真 

・ 充電設備の銘板の写真（V2H 併設の場合のみ） 

（撮影の注意事項は、Ｐ３２【共通要件】を参照） 

 

 

 

 

(株)○○製作所         

HEMS 用モニター 

 型式：H1E2M3S 

 製造番号：2018H300425 

 定格電圧：AC○○○/○○V 

Japan 製 

読み取れない場合は不備と

なります。 
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⒄ クリーンエネルギー

自動車の普及促進に

向けた充電・充てんイ

ンフラ等導入促進補

助金を受けたことを確

認できる書類（補助

を受けている場合） 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

× × × × × △ 

 【提出書類】 

  ① 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した下記すべての書類 

・交付申請書類一式の写し 

・交付決定書類の写し 

・実績報告書類一式の写し 

  ② ①の実績報告に係る申請の額の確定書類の写し（一般社団法人次世代自動車振興センターへ変    

更の申請をしている場合のみ） 

 

 

 

 

下記、いずれかの書類を提出してください。 

 提出可能な書類 要件 または 注意事項 

① マンション管理組合の現在の代表者が選定され
たことを証する書類の写し（マンション管理組合
の総会の議事録等。マンション等の所有者であ
る場合は除く。）及び代表者の本人確認書類
（免許証、マイナンバーカード、資格確認証、    

住民票等）の写し 

・ 住民票は発行年月日が 3 か月以内であること 

・ 住民票は個人番号（マイナンバー）の記載

がないもの（ある場合は、消したうえで複写し

たもの） 

② マンション等であることを証する書類の写し ・ 建築確認通知書、建築基準法第６条の規定
による確認済証、賃貸契約書等でマンション等
であることが明記されている書類 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒅ マンション等で 

あることを証する書類 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

× × × × × ○ 
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【書類の注意事項】 

・ 平面図ではなく手書きで作成する場合は、定規を用いて作成してください（フリーハンドは不可）。 

・ エネファーム、蓄電システムの図面は玄関の位置も示してください。 

・ 屋内に設置されている設備の場合は、大まかなレイアウトも記載してください。 

 

【太陽光発電システムの図面例】 

 

 

 

 

 

 

事業内容報告書に記載の枚数及び設置状況

写真の配置と一致している必要があります。 

 

また、モジュールのほかパワーコンディショナーの

図面も必要です。 

 

 

 

 

 

  

【屋内に設置した設備の図面例】 

玄関や大まかなレイアウトを記載のうえ、 

設備を明記してください。 

 

【屋外に設置した省エネ設備の図面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          
 

⒇ 設備の設置状況

を示す写真 

（住宅全体含む） 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

【共通要件】 

・ 設備の設置後に撮影したもの（銘板については設置前も可） 

・ 鮮明（且つ銘板の場合は文字が読み取れるよう）に写っているもの 

（暗い時間帯に撮影したなどで見えにくいものは不可） 

・ カラー写真であるもの（白黒は不可） 

【書類】 

下記 Ⅰ～Ⅲ のすべてを提出してください。 

_Ⅰ 設備を設置した住宅全体の写真  

[要件] 

・住宅全体が写っている写真（玄関の位置が確認できることが望ましい） 

[注意事項] 

⒆ 設備の設置位置

が確認できる図面 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ ○ ○ × ○ ○ 

①南側 

②
東
側 

駐
車
場 

 

玄
関 

道路 

V2H 

玄
関 

蓄電池 

台所 
リビング 

風呂 ﾄｲﾚ 

洗面所 

和室 

ｴﾈﾌｧｰﾑ 蓄電池 

道路 

玄
関 

パワーコンディショナー 
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・密集地等で１枚におさめることが難しい場合は、複数枚撮影し提出してください。 

・建築中と判断できる可能性がある写真※は不可です。 

・足場が設置されている場合やネット等で覆われている写真は不可です。 

・申請する設備が写っている必要はありませんが、設置前に撮影した写真は不可です。 

・（太陽光発電システムの場合）モジュールをカーポート等に設置している場合も、発電した電力 

 を使用する住宅の写真が必要となります。 

※建築中と判断する例→足場が設置されている、ネット等で覆われている 

建築に必要な道具が写っている場合 等 

（○良い例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（×よくある不備の例） 

住宅が工事用の足場や覆い等で隠れている。        住宅の上部しか写っていない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_Ⅱ 設備の設置状況が確認できる写真  

⑴太陽光発電システム 

①太陽電池モジュール（太陽光パネルまたはソーラーパネル） 

[要件] 

・ 設置したモジュールの枚数すべてが確認できる写真 

※事業内容報告書及び保証書等と枚数が一致していること 

（申請前に写真にあるモジュールの枚数が設置した枚数と合っているか確認の上で申請を 

お願いします。） 

[注意事項] 

・ １枚の写真におさまらない場合は、複数枚撮影してください。 

・ 工事用黒板等で隠れていたり、一部が欠けて映っていない写真など、設置したモジュールの枚数全

てが確認できない場合は、申請を受付できませんのでご注意ください。 

（○良い例）自宅に太陽光パネルを６枚設置した場合 

住宅の全体写真。 

設置した箇所が確認できなく

てもかまいませんが、住宅全

体を写してください。 
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モジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（×よくある不備の例） 

 

設置場所が工事用黒板等で隠れている。  設置場所の一部しか写っていない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

※設置場所が複数の屋根の場合は、組み写真でも構いません 

   

  

モジュール 

ＮＧ！！ 
写真からはみ出ており、
写っていない！ 

令和●年●月●日 

船橋太陽邸 

△△工務店 

ＮＧ！！ 
黒板等でモジュールが

隠れている！ 

 
 

ＧＯＯＤ！！ 
・設置したモジュールの枚数すべてが確認できる。 
※離れた場所で撮影した場合、モジュール同士の
境目が見えない場合は、番号を振ってください） 

① 

 

② ③ 
④ ⑤ ⑥ 

④ 
③ 

① 

② ③ 
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※設置図面  太陽電池モジュールを設置した箇所の全ての状況が

わかること。 

 

設置図面と比較します。 

 

 

 

②パワーコンディショナ 

[要件] 

・ 設置が確認できる写真 

・ 設備全体が写っている写真 

・ まわりの壁面も確認できる写真 

[注意事項] 

・ 一部しか写っていない写真は不可です。 

（○良い例）        左：屋外      右：屋内 

  

 

③HEMS または 定置用リチウムイオン蓄電システム 

併設している設備 必要な写真 

HEMS ・データ計測機器 

・データ集約機器 

・モニター（リモコン）（クラウド機能の場合は不要） 

定置用リチウムイオン蓄電システム ・システムを構成するすべての設備 

（詳細は、P.3６(3)をご覧ください） 

[要件] 

・ 設置が確認できる写真 

[注意事項] 

・ 手で持っている状態の写真（HEMS）や設置前に撮った写真は不可です。 

 

 

① 

② 

③ 
④ 

対応する屋根がわかるように、設置図面と設置

状況写真の両方に番号または、写真に方角を

書き込んでください。 
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⑵家庭用燃料電池システム（エネファーム） 

①燃料電池ユニット 

[要件] 

・ 設置が確認できる写真 

・ 設備全体が写っている写真 

②貯湯ユニット（または熱源機） 

[要件] 

・ 設置が確認できる写真 

・ 設備全体が写っている写真 

⑶定置用リチウムイオン蓄電システム 

①蓄電池本体 

[要件] 

・ 設置が確認できる写真 

・ 設備全体が写っている写真 

②システムを構成するすべての設備（蓄電池本体の他に構成する設備がある場合） 

[該当設備（例）] 

・ パワーコンディショナ、コンバータ、モニター、リモコン 等 

[要件] 

・ 設置が確認できる写真 

・ 設備全体が写っている写真 

[注意事項] 

・ メーカーによって構成設備が異なるため、上記以外の設備が構成に含まれている場合は写真の 

提出が必要となります。 

⑷電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 

 [要件] 

・ 自動車全体が写っている写真 

・ ナンバープレートを読み取ることができる写真 

※1 枚で撮影することができない場合は複数枚の写真を撮影してください。 

    ・充電設備の全体が分かる写真 

⑸V2H 充放電設備 

 [要件] 

・ 設置が確認できる写真 

・ 設備全体が写っている写真 

 

⑹集合住宅用充電設備 

  [要件] 

・ 設置が確認できる写真 

・ 設備全体が写っている写真 

・ マンション等の敷地の外から撮影した、住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされ 

た案内板※と周囲の景観が確認できる写真（住民以外も充電設備を利用可能な場合の補助を受

けるときのみ必要） 

※案内板の内寸が概ね 400mm×400mm 以上（国の補助制度で規定される大きさ）となって 
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いることがわかるように写真を撮影してください。 

 

_Ⅲ 補助対象設備の銘板（モジュールを除く） 

補助対象設備 銘板の提出が必要な設備 

太陽光発電システム 

必須 パワーコンディショナ 

HEMS 

の場合 

データ計測機器 

データ集約機器 

モニター（クラウド機能の場合は不要） 

蓄電システム

の場合 

蓄電池本体 

蓄電システムを構成するすべての設備 

（蓄電池本体の他に構成する設備がある場合） 

家庭用燃料電池システム 

（エネファーム） 

燃料電池ユニット 

貯湯ユニット（または熱源機） 

定置用リチウムイオン蓄電システム 

蓄電池本体 

蓄電システムを構成するすべての設備 

（蓄電池本体の他に構成する設備がある場合） 

電気自動車 

プラグインハイブリッド自動車 

V2H 充放電設備本体 

(V2H 充放電設備併用の補助を受ける場合) 

V2H（一般住宅用充放電設備） 充電設備本体 

集合住宅用充電設備 充電設備本体 

住民以外も充電設備を利用できることが記載された案内板の写真 

（住民以外も利用可能な充電設備の補助を受ける場合のみ必要） 

[要件] 

・ 製造者名、型式（型番）、製造番号が確認できる写真 

[注意事項] 

・ 銘板がないまたは撮影できる場所に銘板がない場合は、別途書類の提出を求める場合があります。 

・ 銘板の写真の撮り忘れが多いため、ご注意ください。 

 

 

 

( 2 1 )   登記事項証明

書の写し 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

△ △ △ △ △ ○ 

 

申請者が法人（リース事業者、集合住宅用充電設備の所有者（法人）、マンション管理組合（管理

組合法人）等）の場合、提出してください。 

【提出書類】 

現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し 
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( 2 2 ) 設置費等に国その他

団体から補助金を受け

ていることがわかるもの 

太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

△ △ △ △ △ △ 

 下記、いずれかの書類を提出してください。 

 提出可能な書類 要件 または 注意事項 

① 交付額決定通知書の写し ・ 申請者氏名、補助対象設備、交付額が明

記されているもの 

② 国その他の団体へ補助金を申請していることが分か
る申請画面の写し 
※設備の補助額が一律で決まっている場合のみ。 
 設置費などで補助額が変わる場合は①を提出。 

・ 申請者氏名、住所、補助対象設備、金額

が明記されているもの 

 

 

( 2 3 )  チェックシート 
太陽光 エネファーム 蓄電システム 

電気自動車、プ

ラグインハイブリ

ッド自動車 

V2H 
集合住宅用充電

設備 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 申請前に必ずチェックシートも用いて申請書類の不足がないか確認してください。 

 また、チェックを必ず入れたうえで、申請してください。 
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 ３ 審査 及び 交付決定通知 

  

審
査 

① 

 

② 

 

 

③ 

④ 

申請書類が窓口に持参された（または郵送で到着した）段階で申請書類が一

式そろっているかを確認します。 

不足や不備がある場合には、その場で（郵送の場合は、到着の翌開庁日以降

に）お伝えいたしますので、早急に修正（または再作成）した書類を提出してくだ

さい。不足や不備がある状態で補助金の枠を確保することはいたしません。 

申請書類一式が揃い次第、内容の審査を行います。 

審査終了後、申請者本人へ、補助金交付可否決定通知書を送付します。 

（届かない場合は、補助金の交付ができません）※ 

交
付
決
定
通
知
到
着
後 

① 

 

 

② 

 

③ 

 

④ 

⑤ 

「交付可」となった場合は、交付決定日からおおむね 30 日以内に請求書に記載

の口座に振り込まれます。なお、30 日以内に年末年始が含まれる場合は 30 日

を超えることがあります。 

請求書の内容に不備があった場合には、申請者本人に連絡しますので対応をお

願いします。 

送金案内書（振込日の連絡）の送付はありませんので、通帳の記帳により振込

の確認をお願いいたします。 

通帳には「フナハ゛シシカンセイサク」と記載されます。 

後日、使用状況に係る調査を実施いたします（調査時期未定）。 

 
※通常交付決定通知書の発送まで 1 カ月ほど期間を要しますが、内容に確認事

項があった場合や期限末は審査期間が長くなります。 
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 ４ Q&A 

 

１．補助金全般について 

Ｑ１－１ 

申請書等の様式は申請者自身で作成してもいい

ですか？ 

Ａ１－１ 

様式は独自に作成せず、市が作成した様式をそのま

まご使用ください。 

Ｑ１－２ 

国や県の補助金を一緒に受けることはできます

か？ 

Ａ１－２ 

国が実施する同じ設備に対する補助金を併用する

ことは可能ですが、補助対象経費からはその額は控

除されることとなります。ただし、補助制度によっては

他の補助金と重複しないように条件を設けている場

合がありますのでご注意ください。 

なお、千葉県が実施する共同購入支援事業で購入

した設備及び県で同種の補助金の交付を受けてい

る場合については、市の補助の対象にはなりませんの

でご注意ください。 

 

２．補助対象について 

Ｑ２－１ 

住居と事務所が併用ですが、補助の対象になり

ますか？ 

Ａ２－１ 

対象です。ただし、設備の契約が法人の場合は補助

対象外です。 

Ｑ２－２ 

自分自身も住む集合住宅（またはアパート）に

対象設備を設置しました。補助の対象になります

か？ 

Ａ２－２ 

集合住宅の居住者が専有部分に設備を設置するも

しくは管理組合等の許可を得て共用部に設備を設置

し専有部分で使用する場合は対象です。 

Ｑ２－３ 

集合住宅用充電設備（住民のみ利用可）の

設置に関して、同一の工事で複数基の充電設

備を付けた場合、複数基分の充電設備は補助

の対象になりますか？ 

Ａ２－３ 

複数基分の工事内容について一つの工事としている

場合は、複数基分の補助を申請できます。 

（例）普通充電設備：本体価格 70 万円×2 基設置 

国の補助金：35 万円×2 基＝70 万円 

 ⇒市町村の補助金 

   70 万円×1/3≒23.3 万円 

Ｑ２－４ 

住宅に定置用リチウムイオン蓄電システム、家庭

用燃料電池システムを設置しました。2 つの設備

とも補助の対象になりますか。 

Ａ２－４ 

いずれも補助対象です。 

 

Ｑ２－５ 

別荘に対象設備を設置しました。補助の対象に

なりますか？ 

Ａ２－５ 

対象外です。補助対象は、住民票に登録がある自ら

居住する市内の住宅です。 

Ｑ２－６ 

対象設備が備え付けられた建売住宅を購入しま

した。補助の対象になりますか？ 

Ａ２－６ 

令和８年４月１日以降に引き渡しを行っている場合

は補助対象です。 
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Ｑ２－７ 

申請受付終了後から年度末までに工事を行った

場合は、来年度の補助の対象になりますか？ 

Ａ２－７ 

現行の補助制度においては対象外です。 

来年度の補助制度については、実施の有無も含め、

来年度に市ホームページ等で公開される情報をご確

認ください。 

Ｑ２－８ 

太陽光発電システムと蓄電池を設置し、パワーコ

ンディショナは 1 台を両設備で共用しています。こ

の場合、太陽光発電システムと蓄電池の両方が

補助の対象になりますか？ 

Ａ２－８ 

いずれも補助対象です。 

 

 

Ｑ２－９ 

太陽光発電システムを増設しました。補助の対

象になりますか？ 

Ａ２－９ 

パワーコンディショナも含めて増設し、かつ増設後の太

陽電池モジュールの合計最大出力又はパワーコンディ

ショナの定格出力の合計値のいずれかが１０キロワッ

ト未満であれば対象です。 

なお、過去に補助を受けている場合は対象外です。 

Ｑ２－10 

FIT（固定価格買取制度）以外の契約で取り

付けた設備は補助の対象になりますか？ 

Ａ２－10 

太陽光発電システムの補助を受ける場合、電気事業

者と FIT 制度を利用して電力受給契約（特定契

約）を締結している、またはすることを要件としていま

す。(FIT 制度を利用せず電力受給契約をする場合

や、電気事業者と電力受給契約をしない場合は補

助対象外です) 

 

定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車、プ

ラグインハイブリッド自動車、V2H 充放電設備を導入

する住宅の要件については、FIT/非 FIT を問わず太

陽光発電システムが設置されていれば良く、FIT 売電

の契約をすることは求めていません。 

 

３．補助金の申請について 

Ｑ３－１ 

二世帯住宅です。どちらの世帯でも使用できる

設備を 1 台設置しようと思います。どちらが申請

すればいいですか？ 

Ａ３－１ 

工事請負契約書または売買契約書の発注者である

方が申請してください。 

Ｑ３－２ 

インターネットで購入したので、工事請負契約書

や領収書がありません。どうすればいいですか？ 

Ａ３－２ 

いずれも申請に必要な書類ですので、購入先に作成を

依頼し、提出してください。 
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４．その他 

Ｑ４－１ 

振込口座は会社名義の口座でもよいですか？ 

Ａ４－１ 

申請者本人名義の口座に限ります。 

Ｑ４－２ 

設置した設備は、いつまで所有すべきですか？ 

Ａ４－２ 

設備に応じた期間は所有していただく必要があります。 

・太陽光発電システム 17 年 

・燃料電池システム（エネファーム） 6 年 

・定置用リチウムイオン蓄電システム 6 年 

・電気自動車、プラグインハイブリッド自

動車 
4 年 

・V2H 充放電設備 5 年 

・集合住宅用充電設備 5 年 

また、同じ期間、申請書類を保管していただきます。 

 

Ｑ４－3 

リース契約で導入した補助対象設備を上記

A4-2 の期間内に手放した場合、何か手続き

は必要ですか？ 

Ａ４－３ 

上記 A4-2 の期間の満了日までの月数に相当する補

助金額についての返還の手続きが必要となります。申

請は個人とリース業者連名となり、補助金の返還者は

リース業者となります。 

Ｑ４－4 

補助金の予算残額は教えてもらえますか？ 

Ａ４－4 

令和８年度の予算残額は市ホームページにて公開し

ています。 

 

Ｑ４－5 

私の知りたい質問の回答がここにはありません。 

 

 

Ａ４－5 

環境政策課まで、お問い合わせください。 

ＴＥＬ：０４７－４３６－２４６５ 

ＦＡＸ：０４７－４３６－２４８７ 

Ｅメール：zerocarbon@city.funabashi.lg.jp 
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 ５ 補助制度の流れ 


